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法人企業統計調査の改正について（案） 

 

平成２０年６月９日 

総務省政策統括官室 

 

＜概要＞ 

○ 平成１９年の統計審議会答申において、調査結果の不連続性をより少なくすること

が指摘されたこと等を踏まえ、財務省は、平成２１年度調査から「金融業，保険業以

外の業種」の標本についてローテーションサンプリング化することを計画 

○ 本件については、「統計委員会が軽微な事項と認めるもの」として取扱うことについ

て、統計委員会委員長及び企業統計部会長に御相談し、御了解をいただいたところ 
（注）金融業，保険業は平成２０年度調査から新規に追加したもの。これについては、ローテーショ
ンサンプリング化の措置が既にとられている。 

 

１ 改正の概要 

① 標本法人を２年間固定し、毎年度半数ずつ入れ替える。（全数抽出部分を除く） 

② 資本金１億円以上１０億円未満の標本抽出方法を、従来の確率比例抽出から、等

確率系統抽出層及び全数抽出層で構成する形に変更する（全数抽出層は資本金５億

円以上）。 

③ 資本金１千万円未満の資本金階層の集約 

④ 日本標準産業分類の改定（平成１９年１１月）に伴う業種分類の改定 

 

２ 総務省政策統括官室としての見解 

今回の改正は、以下のとおり、いずれも妥当な改正であると考える。 

（１）上記１－①について 

①は、前回の統計審議会答申（平成１９年９月１４日）において指摘された次の

課題の解決を図るものであり、妥当なものであると考える（前回の統計審議会答申

については、別添資料を参照）。 

２ 今後の課題 

(3) 前回答申への対応 

ア 標本設計及び調査方法の見直し 

今回、新たに調査対象とする金融・保険業の標本設計に当たっては、上記

１－(3)のとおり、前回答申における指摘を踏まえた対応が図られているが、

一般業種に関しては、依然として、前回答申に対して所要の改善が図られて

いない状況となっている。 

このため、今後、前回答申への対応として、金融・保険業に係る調査の検

証結果を踏まえつつ、一般業種においても、年次別調査及び四半期別調査に

おいて同一の法人を調査するとともに調査客体を２年間継続して調査する

手法を導入することについて、可能な限り早期に検討することが必要であ

る。 



 

（２）上記１－②について 

②は、①のローテーションサンプリング化に伴い、標本を交代するために必要な

抽出率（５０％以下）を確保することを目的として抽出方法を改正するものであり、

妥当なものであると考える。 

なお、財務省の試算の結果、今回の抽出方法の改正により、標本誤差が小さくな

ることが見込まれている。 
 

（３）上記１－③について 

平成１８年の会社法（平成１７年法律第８６号）の施行により、株式会社及び有

限会社の設立に係る最低資本金の規定が撤廃されていること等から、資本金１千万

円未満の規模に係る結果の活用状況を勘案すれば、やむを得ないものと考える。 

なお、財務省の試算の結果、今回の資本金階層の集約により、標本誤差が小さく

なることが見込まれている。 
 

（４）上記１－④について 

日本標準産業分類の改定に対応するために当然必要とされる変更であり、妥当な

ものであると考える。 

 

３ 本件承認の取扱い 

本件については、統計委員会に諮問する必要のない軽微な事項であると考えられる

が、「「統計委員会が軽微な事項と認めるもの」の取扱いについて」（平成１９年１０月

５日付け統計委員会決定）の１（１）には直接該当する例示がないため、同文書の１

（２）に基づき、統計委員会委員長及び企業統計部会長に軽微な事項として取り扱う

ことについて御相談し、御了解をいただいたところである。 
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「統計委員会が軽微な事項と認めるもの」の取扱いについて 

 

平成１９年１０月５日 

統 計 委 員 会 決 定 

 

１（１） 統計法施行令（昭和24年政令第130号）第１条の３及び統計報告調整法施行令（昭和

27年政令第396号）第１条の２における「統計委員会が軽微な事項と認めるもの」とは、例え

ば、次に掲げるような場合を指すものとする。 

① 他の法令の制定又は改廃、制度の改正等に伴い当然必要とされる事項の変更 

② 市町村の配置分合等地域の名称の変更に伴う調査地域の変更 

③ ローテーション調査における調査対象又は調査事項の周期的（定期的）変更 

④ 特例的に設定された調査期日を通常の調査期日に戻す変更 

⑤ 調査方法又は集計方法の変更のうち、調査内容や集計内容に与える影響が大きくない

もの 

⑥ 集計結果の公表方法及び公表期日について、統計利用者の利便に資する観点から行う

変更 

⑦ 災害の発生に伴う調査地域からの除外又は調査の延期 

⑧ 実質的な内容変更を伴わない調査要綱（申請事項）の表現ぶりや調査票様式の変更 

 

（２） 上記の例示によっては軽微な事項かどうか判断しがたい場合は、委員長及び関係す

る部会の長が、軽微な事項か否かを判断するものとする。 

 

２ 軽微な事項に該当すると判断された申請案件については、当該申請案件の処理後、委員会

が総務省政策統括官（統計基準担当）から処理結果の報告を受けるものとする。 
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【参考】 法人企業統計調査の概要 

 

１ 調査目的 

本調査は、我が国における法人の企業活動の実態を明らかにし、併せて、法人を対象

とする各種統計調査の基礎となる法人名簿を整備することを目的とする。 

 

２ 調査対象 

① 年次別調査 ：約 41,000 企業（うち、金融・保険業は約 10,000 企業） 

② 四半期別調査：約 32,000 企業（うち、金融・保険業は約 7,000 企業） 

    ※ 四半期別調査においては、資本金、出資金又は基金が１千万円未満の法人を除く。 

 

３ 主な調査事項 

① 年次別調査 

・法人名、所在地等 

・業種別売上高（営業収益） 

・資産、負債及び純資産 

・損益 

・剰余金の配当 

・減価償却費 

② 四半期別調査 

・法人名、所在地等 

・資産・負債及び純資産 

・固定資産の増減 

・減価償却費 

・損益 

・人件費 

 

４ 調査時期及び結果の公表 

① 年次別調査 

 上期（４～９月） 下期（10～３月）

調査時期 １月上旬 ７月上旬 

結果公表 10 月上旬 

 

 ② 四半期別調査 

 ４－６月期 ７－９月期 10－12 月期 １－３月期 

調査時期 ８月上旬 11 月上旬 ２月上旬 ５月上旬 

結果公表 ９月上旬 12 月上旬 ３月上旬 ６月上旬 

 

５ 調査の流れ 

財務省←→財務（支）局・財務事務所・出張所等←→報告者（郵送又はオンライン） 

 



資料４の参考資料３ 

 










